
滋賀県
からの
お知らせ

～ 滋賀県「発酵産業」成長促進化プロジェクト事業 ～

滋賀県の発酵を盛り上げる
取組を幅広く応援します

お問い合わせ ： 滋賀県商工観光労働部商工政策課 077－528－3713

（ 受付時間／平日 8：30～17：15 ）

１ 補助対象者

本補助金の補助対象者は、県内外の中小企業者等です。

２ 補助対象事業
補助金交付決定後に着手する、発酵産業の成長を促進する次の３つの取組。

３ 補助額
補助率 ： 補助対象経費の2分の1以内
補助限度額 ： 1件あたり100万円以内
交付決定下限額 ： 20万円

４ 補助対象経費
補助対象となる経費は、本事業の対象として明確に区分できるものであり、また、その経費の必要性及
び金額の妥当性を証拠書類によって明確に確認できる経費です。（広告宣伝費、調査費、通信運搬費、
専謝金、旅費 等）

５ 申請方法・受付期間
申請方式 ： 郵送または持参（一部メール送付あり）
受付期間 ： 令和５年４月10日（月）～５月10日（水）正午
様式は県ＨＰに掲載しております。(https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/syougyou/)

留意事項
• 提出いただいた事業計画を県庁内に設置する審査会で審査し、より優れた事業提案を採択します。
審査により、採択されない場合もあります。

• 事業期間は令和５年６月上旬頃から令和６年１月31日までとなります。

６

①商品・サービス開発 ②認知拡大・販路拡大 ③学びの推進

（例）

事業費が150万円の場合、補助率2分の1以内
のため補助金額は75万円となります。
事業者様の負担額は75万円です。


